
 聖籠町立幼稚園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和２年３月１３日 

                聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第１０号 

   聖籠町立幼稚園条例の一部を改正する条例 

 聖籠町立幼稚園条例（昭和４３年聖籠町条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第１項第２号中「午前７時３０分」を「午前７時００分」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


